
下水道使用料の改定について

第１回かすみがうら市上下水道運営審議会資料

令和８年２月２４日 都市建設部上下水道課



1参考資料（用語の解説）

●維持管理費：下水道施設を維持管理するための費用。人件費・動力費・薬品費・修繕費・流域下水道維持管理負担金・委託料等で
構成される。

●資本費：下水道施設を整備するための費用。減価償却費・企業債支払利息等で構成される。

●下水道事業：平成３１年４月から地方公営企業法を適用し一般会計と区分され、公営企業の事業に要する経費は事業の経営に伴う
収入で賄う民間企業会計に近い、公営企業会計制度を適用している。

●収益的収支：主に下水を処理するために必要な経常的な収入と支出。営業収益（下水道使用料等）、営業外収益（他会計補助金
等）、営業費用（維持管理費等）、営業外費用（支払利息等）

●長期前受金戻入：国などから受け取った補助金で設備投資した資産の価値が減る分（減価償却）に合わせて、減価償却費が将来の
経営を圧迫しないようにするため、補助金（長期前受金）を利益へ振替える会計処理。実際に現金の動きはなく帳簿上で資産の減少
価値と収益を対応させるための項目。

●減価償却費：資産を取得した際、使用できる年数(耐用年数)に分割して毎年経費に計上する会計処理。現金の動きはありません。

●資本的収支：主に設備投資（施設や排水管を設置）するために必要な収入と支出。

●企業債：設備投資に要する資金に充てるために起こす地方債（借入金）。

●建設改良費：将来にわたって使う施設（資産）を新設したり、古い施設を更新するための項目。



2参考資料（用語の解説）

●企業債償還金：施設建設等のための借入金（企業債）の元金を返済する資金。

●補填財源:資本的支出に対し資本的収入が不足する場合に、その不足額を補填する企業内部に留保された資金などの財源。具体的
には、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金（減価償却費－長期前受金）等で構成される。

●汚水処理費：汚水に係る維持管理費＋資本費

●ストックマネジメント計画：老朽化する下水道施設（管渠・処理場）を事前に点検・調査し、計画的に修理改築する長期的な計画。

●経営戦略：人口減少による収入減と施設老朽化による維持費増に対し、将来も安定したサービスを提供できるよう計画を立てる方
針書。

●広域化・共同化：人口減少による収入減や維持費増、職員不足に対応するため、複数の市町村が連携し施設統合や共同発注を行う
等、効率的に下水道事業を運営する仕組み。

●行政区域内人口：市（行政区域）内に常住している人口。

●水洗化人口：下水道の処理区域（使用可能な地域）で、宅内排水設備を接続しトイレを水洗式にして下水道を利用している人口。

●平準化債：資本費の世代間の公平化を図るために借りる企業債。通常、企業債の元金償還期間が下水道施設の減価償却期間より短
いことから発生する元金償還額と減価償却額の差を後年に繰り延べるために発行する。
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3下水道事業の課題

〇経営の原則（独立採算制の原則）
・維持管理費及び資本費は、本来［使用料収入」で賄うものである
・使用料収入のみで支出を賄いきれず収支不足となり一般会計へ依存している

〇受益と負担の不公平感（受益者負担の原則）
・下水道を利用できない区域の住民も、税金（一般会計）を通じ維持費を負担している
・一般会計からの補填が膨らむことで、福祉・教育・道路整備など他の行政サービスへ回せる予算が減少
する

〇国の方針（社会資本整備総合交付金の重点配分制限）
・収支構造の適正化が進まない自治体に対し、交付金の重点配分対象から除外する方針が示され、除外条
件に該当（使用料単価が150円/㎥未満、経費回収率が80％未満）する

〇将来の経営リスク
・人口減少に伴う有収水量の低下、使用料収入の右肩下がり
・建設後数十年を経た管路施設の老朽化に伴う更新費用の増大
・物価高騰による維持管理コスト（電気代・委託料等）の上昇



4経営状況（収益的収支）

〇令和６年度下水道事業決算の状況

□収益的収支

・下水道事業の令和６年度決算における収益的収支は59,264千円の黒字となっています。

□収益的収支とは・・・主に下水を処理するために必要な収入と支出

維持管理費, 

472,817

38%

減価償却費, 

672,682

55%

支払利息, 

85,694,

7%

その他, 7

収益的支出（税抜き）

維持管理費 減価償却費 支払利息 その他

計1,290,465千円 計1,231,200千円

下水道使用料等, 

390,115

30%

他会計補助金, 

500,252, 

39%

長期前受金戻入, 

396,754, 

31%

その他, 

3,344

収益的収入（税抜き）

下水道使用料等 他会計補助金 長期前受金戻入 その他



5経営状況（資本的収支）

・下水道事業の令和６年度決算における資本的収支不足額は265,170千円となっています。
なお、収支不足分は補填財源により補填しています。

・・・主に施設や排水管を設置するために必要な収入と支出

企業債, 

146000

26%

負担金等, 5570

他会計補助金, 

395721, 

69%

国庫補助金, 

21455, 

4%

資本的収入

企業債 負担金等 他会計補助金 国庫補助金

建設改良費, 

134,451,

16%

企業債償還金, 

699465, 

84%

資本的支出（税込み）

建設改良費 企業債償還金

計568,746千円 計833,916千円



6経営状況

〇使用料収入と汚水処理費（維持管理費＋資本費）の推移
・下水道使用料で回収すべき汚水処理費は賄えていない状況です。 課題
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7

〇有収水量と使用料収入の推移
・R２年度は新型コロナウィルスの影響により自宅で過ごす機会が増えたことで有収水量・使用料収入ともに増加し
ましたが、以降は減少傾向で推移しています。
なお、Ｒ４年度は、国からの地方創生臨時交付金を活用し下水基本料金減免を３ヵ月間実施しています。

経営状況

単位：㎥単位：千円
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8

〇他会計補助金の推移
令和６年度までは、一般会計から約９億円繰入れていました。

経営状況

単位：千円

課題
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9
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〇使用料単価：有収水量１㎥あたりの収益。国の基準では１５０円/㎥とされています。
かすみがうら市の現状は１５０円/㎥を下回っています。

□使用料÷有収水量＝使用料単価

課題

国補助に係る指標
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〇経費回収率：下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度賄えているかを表している。数値が高いほど収益性が良
い。国の基準では、８０％以上とされています。
かすみがうら市の現状は８０％を下回っています。

□使用料÷汚水処理費＝経費回収率

課題

国補助に係る指標
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〇建設改良費と国補助金について
建設改良費については、補助対象

事業費の１/２が国補助金として財
源となりますが、重点配分の対象外
となり続けた場合を令和１６年まで
で試算すると①のグラフのようにな
る想定です。

課題

国補助に係る指標
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161,200 
87,988 

788,161 

358,144 372,175 

161,004 

339,800 

174,800 

307,800 
263,477 

31,600 25,850 

283,500 

57,000 57,000 
20,000 51,500 

18,500 44,500 36,300 

①建設改良費と国補助金の予測

建設改良費（支出） 国補助金（重点対象外）

国補助金計
625,750千円

単位：千円

②のグラフは重点配分の対象と
なった場合を試算したものです。

国補助金の重点配分の対象となる
か否かによって３３０，０００千円
損害がでる想定です。
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89,500 81,300 

②建設改良費と国補助金の予測

建設改良費（支出） 国補助金（重点対象）

単位：千円

国補助金計
958,750千円
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〇経営に関する取り組み
下水道事業の健全な経営のため、さまざまな取り組みを進めています。

経営に関する取り組み

１．地方公営企業法の適用 下水道事業の経営をより正確に把握するため、平成３１年４月１日地方公営
企業法を適用しています。

２．ストックマネジメント計画の
策定

今後、老朽化した資産が増加するため、計画的な改築が必要になります。令
和２年度に計画を策定し、令和４年度に見直しを行っています。

３．経営戦略の策定 投資と財政の両面から、下水道事業の中長期的な経営の基本計画である経営
戦略を令和５年度に見直しを行っています。

４．広域化・共同化の実施 持続可能な事業運営の確保のため、令和５年度に土田地区農業集落排水施設
を廃止し、霞ヶ浦湖北流域関連かすみがうら市公共下水道への統合を実施し、
令和７年度は、上稲吉地区農業集落排水施設の廃止を進めています。今後に
ついても、農業集落排水施設を廃止する計画を進めます。

５．加入促進の実施
（実施内容は次ページ）

排水設備接続支援事業として、既設の浄化槽またはくみ取り便所を廃止し、
下水道並びに農業集落排水へ接続する世帯に対し、排水設備工事にかかる費
用の一部を助成しています。
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〇加入促進に伴いDM送付及
び戸別訪問では、接続支援の
補助金に関する説明のほか、
下水道に接続するメリットに
ついても案内しています。

・R7加入促進実施件数

経営に関する取り組み（加入促進の実施）

広報誌掲載 ６月、１月

HP掲載 通年

DM送付 ５３４件

戸別訪問 ８８件

接続補助件数 １１件



14経営に関する取り組み（加入促進の実施）

〇加入促進を実施し、着実に下水道へ接続する世帯を増やしています。
平成３０年度から（令和３年度まで）補助制度が拡充されたこともあり、補助件数が増加傾向にありました。
なお、平成３０年度から令和３年度までの補助制度と、現行（令和４年度から令和８年度）の制度は同一内容で

す。
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15今後の下水道事業について（人口）

〇人口の予測
将来の人口については、「茨城県アクションプラン」で公表している将来予測人口を用いて、行政区域内人口を設

定しました。下水道整備が概成している中、水洗化人口は年々減少していくと見込んでいます。

41,483 40,951 40,622 40,541 40,173 39,639 39,282 38,929 38,578 38,231 37,887 37,546 37,208 36,873 36,541 36,213 
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16今後の下水道事業について（使用料収入）

〇有収水量と使用料収入の予測
人口減少の影響で年々減少していくと見込んでいます。

2,922,509 2,909,727 2,909,998 2,908,337 2,904,710 2,899,091 2,891,462 2,881,810 2,869,473 2,857,286 
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有収水量と使用料収入の予測

年間有収水量（㎥） 使用料収入（千円）

単位：㎥ 単位：千円



17今後の下水道事業について（収益的支出）

〇維持管理費用等の予測
物価高騰により経費は増加していくと見込んでいます。

1,095,553 
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18今後の下水道事業について（他会計補助金）

〇他会計補助金金の予測
現在の使用料を維持した場合、経常損益を維持するため将来的に毎年約５億円の補助金が必要と見込んでいます。

令和６年度までに比べ、令和７年度からは「平準化債」を借り入れることで一時的に補助金を減らしますが、これは
下水道事業としての負債が増えることを意味しています。
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19今後の下水道事業について

〇企業債残高の推移
企業債は、地方公共団体が公営企

業の建設・整備・改良に必要な資金
を調達するために発行する借金で
す。

〇企業債償還金の推移
企業債償還金は、地方公営企業が

施設建設などのために借り入れた借
入金（企業債）の元金を返済する資
金です。
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20今後の下水道事業について

〇減価償却費の推移
減価償却費は、施設などの取得費

用を耐用年数に応じて分割し、毎年
の費用として計上しています。

〇年度末現金預金の推移
災害時の緊急工事に備え現金預金

は、４億円から５億円程度を維持し
ていく必要があります。
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〇現行の使用料での改定率シュミ
レーション値



22今後の下水道事業について

〇現行の使用料での改定率
シュミレーション値



23審議会の予定

〇今後の審議会の予定
下水道使用料の改定に向けて、審議検討を進めていきます。

開催時期 検討内容

第１回 令和８年２月２４日 ・下水道事業の概要について
・経営状況について
・今後の下水道事業について
・下水道事業の課題について

第２回 令和８年４月予定 ・使用料改定シュミレーションについて
・下水道使用料の改正案について

第３回 令和８年６月予定 ・答申案について
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〇ポンプ場施設の概要
・管路施設や処理場施設を補完するために設けられたポンプ施設。

事業名 施設名 建設年度 経過年数 耐用年数

公共下水道事業

逆西ポンプ場 平成元年 ３６年 ５０年

馬坂谷第２中継ポンプ場 平成１２年 ２５年 ５０年

清水入ポンプ場 昭和５８年 ４２年 ５０年

参考資料
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事業名 供用開始年度 処理区域

公共下水道事業 昭和５７年度 公共下水道千代田地区（稲吉・下原・神立・角来・宍倉）
公共下水道霞ヶ浦地区（角来・宍倉・加茂）

特定環境保全公共下水道事業 平成元年度 特定環境保全公共下水道霞ヶ浦地区（加茂・宍倉）
特定環境保全単独公共下水道（志戸崎・田伏）

農業集落排水事業 平成３年度 柏崎地区・志筑地区・大和田地区・深谷地区・上稲吉地区・
新治地区・千代田東部地区

〇本市の下水道事業は、平成３１年４月地方公営企業法を適用し３事業により整備を行っています。

参考資料
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〇下水道処理場施設の概要
・管路施設に接続して下水を処理するために設けられた処理施設。

事業名 施設名 建設年度 経過年数 耐用年数

特定環境保全公共下水道事業 田伏浄化センター 平成元年 ３６年 ５０年

農業集落排水事業

土田地区農業集落排水処理施設（R5統合済） 平成３年 ３４年 ５０年

柏崎浄化センター 平成５年 ３２年 ５０年

志筑地区農業集落排水処理施設 平成６年 ３１年 ５０年

一の瀬浄化センター 平成７年 ３０年 ５０年

深谷浄化センター 平成９年 ２８年 ５０年

上稲吉地区農業集落排水処理施設（R7統合済） 平成１０年 ２７年 ５０年

新治地区農業集落排水処理施設 平成１０年 ２７年 ５０年

千代田東部地区農業集落排水処理施設 平成１４年 ２３年 ５０年

参考資料
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〇管渠の概要

事業名 総延長 経過年数

公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業

１１６．６ｋｍ

８７．０ｋｍ

４１～４９年経過 ２６．２ｋｍ

３１～４０年経過 ５２．０ｋｍ

２１～３０年経過 ９３．５ｋｍ

２０年以内 ２８．６ｋｍ

不明 ３．３ｋｍ

農業集落排水事業 １１７．５ｋｍ ３１～３５年経過 ３２．２ｋｍ

２１～３０年経過 ７９．８ｋｍ

２０年以内 ０．００１ｋｍ

不明 ５．５ｋｍ

参考資料



様式第2号（法適用企業・収益的収支）　全事業 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

区　　　　　　分
令和6年度（決

算）
令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

１． (A) 390,115 389,970 377,102 373,272 369,522 365,849 362,253 358,269 354,583 350,850 349,208
(1) 390,065 389,970 377,102 373,272 369,522 365,849 362,253 358,269 354,583 350,850 349,208
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 900,350 854,148 846,521 843,871 869,794 875,465 887,801 893,535 907,270 892,815 898,452
(1) 503,282 458,233 453,210 446,338 466,031 471,502 483,397 489,760 505,076 501,785 509,843

500,252 455,203 450,180 443,308 463,001 468,472 480,367 486,730 502,046 498,755 506,813
3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030

(2) 396,754 395,915 393,311 397,533 403,763 403,963 404,404 403,775 402,194 391,030 388,609
(3) 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 1,290,465 1,244,118 1,223,623 1,217,143 1,239,316 1,241,314 1,250,054 1,251,804 1,261,854 1,243,665 1,247,659
１． 1,092,571 1,095,553 1,131,786 1,132,943 1,149,875 1,151,033 1,158,666 1,162,758 1,171,847 1,155,345 1,158,681
(1) 28,731 28,731 29,306 29,892 30,490 31,099 31,721 32,039 32,359 32,683 33,009

13,955 13,955 14,234 14,519 14,809 15,105 15,407 15,562 15,717 15,874 16,033
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,776 14,776 15,072 15,373 15,680 15,994 16,314 16,477 16,642 16,808 16,976
(2) 391,158 395,411 428,274 425,956 427,881 423,681 425,355 429,541 437,825 437,060 442,068

60,548 61,153 61,765 62,383 63,006 63,637 64,273 64,916 65,565 66,220 66,883
26,698 24,147 50,000 50,000 50,000 44,000 44,000 44,000 44,000 42,000 42,000

127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303,785 310,111 316,509 313,573 314,874 316,044 317,082 320,626 328,260 328,840 333,185

(3) 672,682 671,411 674,207 677,095 691,504 696,253 701,590 701,178 701,663 685,602 683,604
２． 100,262 91,665 88,139 84,200 89,441 90,281 91,388 89,046 90,007 88,320 88,978
(1) 85,694 75,542 72,016 68,077 73,318 74,158 75,265 72,923 73,884 72,197 72,855
(2) 14,568 16,123 16,123 16,123 16,123 16,123 16,123 16,123 16,123 16,123 16,123

(D) 1,192,833 1,187,218 1,219,925 1,217,143 1,239,316 1,241,314 1,250,054 1,251,804 1,261,854 1,243,665 1,247,659
(E) 97,632 56,900 3,698 0 0 0 0 0 0 0 0
(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97,632 56,900 3,698 0 0 0 0 0 0 0 0
(I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J) 486,646 478,754 477,641 461,410 444,856 427,970 410,746 393,350 382,744 375,511 365,406

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(K) 674,347 640,968 583,660 541,701 512,545 464,596 400,263 365,700 329,307 293,291 267,444

674,347 640,968 583,660 541,701 512,545 464,596 400,263 365,700 329,307 293,291 267,444
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( I )
(A)-(B)

(L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) 390,115 389,970 377,102 373,272 369,522 365,849 362,253 358,269 354,583 350,850 349,208

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(P) 390,115 389,970 377,102 373,272 369,522 365,849 362,253 358,269 354,583 350,850 349,208

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

0 0 0 0 0 0累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

0 0

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

） 0

流 動 資 産
う ち 未 収 金

(E)+(H)

特 別 利 益

収

益

的

収

支

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計

経 費

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

そ の 他
支 出 計

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

動 力 費
修 繕 費

0

材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費

支 払 利 息

特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

営 業 外 費 用

流 動 負 債
う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

経 常 損 益 (C)-(D)



様式第2号（法適用企業・資本的収支）　全事業 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

区　　　　　分
令和6年度

（決算）
令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

１． 146,000 412,300 349,800 723,791 467,399 450,761 229,628 345,096 185,770 281,046 245,100

54,000 293,700 260,300 202,900 149,700 118,700 71,400 39,400 11,900 0 0

２． 0 27,800 71,972 58,326 60,298 61,445 59,502 46,850 55,180 39,132 0

３． 395,721 60,308 14,811 36,757 37,847 33,995 30,393 10,495 0 0 0

４． 5,571 6,115 12,640 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 21,455 31,600 25,850 283,500 57,000 57,000 20,000 51,500 18,500 44,500 36,300

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 568,747 538,123 475,073 1,108,489 628,659 609,316 345,638 460,056 265,565 370,793 287,515

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 568,747 538,123 475,073 1,108,489 628,659 609,316 345,638 460,056 265,565 370,793 287,515

１． 119,679 176,800 103,900 804,391 374,699 389,061 178,228 357,196 192,370 325,546 281,400

15,273 15,600 15,912 16,230 16,555 16,886 17,224 17,396 17,570 17,746 17,923

２． 699,466 674,347 640,968 583,660 541,701 512,545 464,596 400,263 365,700 329,307 293,291

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 819,145 851,147 744,868 1,388,051 916,400 901,606 642,824 757,459 558,070 654,853 574,691

(E) 250,398 313,024 269,795 279,562 287,741 292,290 297,186 297,403 292,505 284,060 287,176

１． 532,217 611,789 654,240 678,095 766,713 808,732 852,534 870,574 908,360 929,664 973,153

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 70,184 74,580 14,088 80,439 37,470 38,906 17,823 35,720 19,237 32,555 28,140

(F) 602,401 686,369 668,328 758,534 804,183 847,638 870,357 906,294 927,597 962,218 1,001,293

△ 352,003 △ 373,344 △ 398,533 △ 478,972 △ 516,442 △ 555,348 △ 573,171 △ 608,891 △ 635,092 △ 678,158 △ 714,117

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 5,169,077 4,907,031 4,592,163 4,732,294 4,657,994 4,596,210 4,361,242 4,306,075 4,126,145 4,077,884 4,029,693

○他会計繰入金 （単位：千円） （単位：千円）

年　　　　　度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

区　　　　　分
令和6年度

（決算）
令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

500,552 455,203 450,180 443,308 463,001 468,472 480,367 486,730 502,046 498,755 506,813

322,045 324,000 329,423 360,983 326,993 344,201 346,342 391,065 363,918 409,903 378,667

178,507 131,203 120,757 82,325 136,008 124,271 134,025 95,665 138,128 88,852 128,146

395,721 88,108 86,783 95,083 98,145 95,440 89,895 57,345 55,180 39,132 0

27,226 27,800 71,972 58,326 60,298 61,445 59,502 46,850 55,180 39,132 0

368,495 60,308 14,811 36,757 37,847 33,995 30,393 10,495 0 0 0

896,273 543,311 536,963 538,392 561,146 563,912 570,263 544,075 557,227 537,888 506,813

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

う ち 基 準 内 繰 入 金

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)


